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市有地申込先着順売却案内書 
 

伊那市役所 総務部 財政課 管財係 

〒396-8617 長野県伊那市下新田３０５０番地 

電話 0265-78-4111 内線 2163 ＦＡＸ0265-74-1250 

 

１ 売却物件等 

 （１） 売却物件は、次の物件です。 

物件名称 所 在 地 
地  目 

売却価格 
地積(㎡) 

手良住宅用地２ 伊那市手良沢岡 1018 番 92 

宅地 

2,640,000円 

370.91 ㎡ 

 (２) 物件の用途等 

ア 落札者は、入札に付する物件を、次に掲げる用途に供してはなりません。売買契約 

においては、その条件を付すこととします。 

(ｱ)周辺の住環境に影響を与える用途 

(ｲ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条第１項各号に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及び

同条第１１項に規定する接客業務受託営業 

(ｳ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団（その団体の構成員等を含む。）が使用する用途 

(ｴ)前３号に掲げるもののほか、公序良俗又は公共の福祉に反する用途 

(ｵ)売買物件について、第三者に対して権利を設定する場合には、前５号に掲げる禁止用

途を当該第三者に順守させてください。 

イ 上記アの条件に違反した場合は、売買代金の 100 分の 30 の額を違約金としてお支 

払いいただきます。違約金に 1 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てま 

す。 

(３) その他 

  ア 物件は、現状引渡しとなります。 

  イ 地盤調査等は行っていません。 

ウ 建築等に関連する法令手続等、事前に確認してください。 

エ 物件の状態は、物件調書を参照してください。また、詳細については財政課までお問
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合せください。 

オ 建築基準法上の制限や上下水道の利用等についての詳細は、担当機関にお問合せくだ

さい。 

 

２ 買受申請者の資格 

  買受申請することができる方は、次のいずれにも該当しない方です。 

(１) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項に掲げる次の者 

ア 当該申込にかかる契約を締結する能力を有しない者 

イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 32 条第１項各号に掲げる者 

(２) 地方自治法施行令第 167 条の４第２項に掲げる者で、競争入札に参加することを停

止された期間を経過しない者 

(３) (２)に掲げる者を代理人、支配人、その他使用人又は入札代理人として使用する者 

(４) 申請の時点において、市税等に未納がある者 

(５) 伊那市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団又は同条例第６条第１項に

規定する暴力団関係者 

  ※法人、事業所、団体等の役員が該当する場合も含む 

 

３ 買受申請書の提出方法 

 （１） 買受申請に必要な書類 

  ア 個人の場合 

    【共通】市有地買受申請書（様式第１号）、誓約書（様式第２号）、印鑑証明書 

伊那市に納付すべき税金等がない場合：住所地の市区町村税に未納がないことを証明 

する完納証明書     各１通 

  イ 法人の場合 

        【共通】市有地買受申請書（様式第１号）、誓約書（様式第２号）、印鑑証明書 

伊那市に納付すべき税金等がない場合：法人の市区町村税に未納がないことを証明す 

る完納証明書       各１通 

 

  ウ 注意事項 

(ｱ) 未納がないことを証明する書類について、住所地の市区町村で取扱っていない場合

は、伊那市の指定する書式により、該当する市区町村へ証明書の発行を依頼してく

ださい。 

(ｲ) 買受申請書に記載された氏名が、売買契約締結及び所有権移転登記の際の名義とな

ります。なお、共有名義とする場合は、連名での申込みとし、誓約書、印鑑証明書

及び完納証明書も全員分を提出してください。 

(ｳ) 申請書及び誓約書以外の各書類については、発行後３か月以内のものとします。 

(ｴ) 印は、実印（印鑑証明書の印鑑）を押印してください。 

(ｵ) その他必要な書類の提出を依頼する場合があります。 
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 （２） 買受申請書の受付 

  ア 買受申請の方法 

    必要な書類を直接お持ちください。 

    イ 受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

※土曜日、日曜日、祝日の受付は行いません。 

    ウ 受付場所 

     〒396-8617（伊那市役所専用郵便番号） 

        長野県伊那市下新田３０５０番地 

    伊那市役所 総務部財政課 管財係（伊那市役所４階） 

  エ 留意事項  

(ｱ) 買受申請書受付先着順に売却手続きを進めます。 

(ｲ) ファックスや電子メールによる申請はできません。 

(ｳ) 申請書類は返却しません。 

 （３） 契約書 

  別紙様式のとおり（本売却案内書に掲載しています。）。申請者は、契約書の内容をご 

確認いただき、ご理解いただいたうえで申請してください。 

 

４ 現地説明 

  現地説明を希望される場合は、電話等にて事前に予約を行ってください。 

 （１） 時間帯 午前９時から午後４時まで 

（２） 申込み 説明希望日の２開庁日前午後５時までに事前予約を行ってください。 

土曜日、日曜日、祝日に現地説明は行いません。 

 

５ 契約の締結等 

（１） 申請者には、契約に必要な書類を別途ご案内します。 

（２） 申請者は、申請から概ね２０日以内に契約締結していただきます。 

（３） 申請者は、契約を行う場合、契約と同時に契約金額の１００分の１０以上に相当する 

額を契約保証金として支払っていただきます。 

（４） 売買契約の締結は、市有地買受申請書に記載された名義で行います。 

（５） 売買代金は、分割によるお支払いはできません。 

 

６ 売買代金の支払方法 

（１） 売買代金と契約保証金との差額を、市が発行する納入通知書により、原則として契約

締結の日から２か月以内にお支払いいただきます。 

（２） 期限までに納入されない場合は、契約が解除され、納付された契約保証金は市に帰属

し、返還されません。 

 



 

4 

 

７ 所有権の移転等 

（１） 売買代金を完納していただいたときに所有権が移転します。 

（２） 所有権の移転登記は、市が行います。 

（３） 市有地買受申請書に記載された名義で所有権の移転登記を行います。 

（４） 所有権移転登記の際、「住民票（個人）」、「法人登記簿謄本【全部事項証明書】（法

人）」を提出いただきます。 

 

８ 買受者の負担等 

（１） 売買契約書（市保有分１通）に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許

税、その他本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、買受者の負担となりま

す。 

（２） 売却物件の引渡しは売買代金納付時の現状有姿で行います。当該物件内の動産類やゴ

ミなどの撤去などは、全て買受者自身で行っていただきます。 

（３） 売却物件について、第三者の権利等の設定等による負担、当該物件の所有者が負担す

べき責務等、買受者が引受けなければならない法的義務については、買受者の負担とな

り、当市は責任を負担しません。 

 

９ 不服申立て 

   買受申請を行った方は、契約後は、案内書等についての不明を理由とする不服の申立て

はできません。 


